
＜バイオベンチャーと新技術に係わる契約・法律＞

日 時 ： 第１回 平成１９年１月１９日（金） 第４回 平成１９年３月 ９日（金）

各日とも １８：００～１９：３０

臨床研究情報センター（ＴＲＩ） ２階 第２研修室 http://www.tri-kobe.org/場 所 ：

第２回 平成１９年２月 ２日（金） 第５回 平成１９年３月１６日（金）
第３回 平成１９年２月１６日（金） 第６回 平成１９年３月３０日（金）

神戸市中央区港島南町1丁目5番地4
神戸新交通ポートライナー「先端医療センター前」駅下車、東側すぐ

無 料（先着３０名） ※全回とも出席可能な方を優先します。参 加 費 ：

講 師 ： 川本バイオ・ビジネス弁理士事務所 所長 弁理士 川本 敬二

第１回 バイオベンチャーと契約のかかわり

第２回 守秘義務契約（CDA）

第３回 ＭＴＡ（Material Transfer Agreement） ： 化合物・遺伝子等を提供、その見返りは？

第４回 ライセンス契約（1）

第５回 ライセンス契約（2）及び特許権の譲渡契約

第６回 共同化等の契約（共同研究・共同開発）

◆発明が生まれてから事業化までの「権利」の流れ

◆「新技術の事業化」と各種「契約」のかかわり

◆不正競争防止法、トレードシークレット法・スパイ法との関係 ◆ノウハウライセンス契約との関係

◆ＣＤＡの雛形と各条項の検討

◆改良発明の取り扱い ◆ＭＴＡの雛形と各条項の検討 ◆リーチスルーの考え方

◆ライセンス契約の概念 ◆ライセンス契約の雛形と各条項の検討 ◆ライセンス契約と特許法

◆バイオベンチャーの破産と破産法（日・米） ◆特許権の譲渡契約 ◆特許権の行使と独禁法
①ライセンスとの比較 ②スピンアウト ③譲渡担保

◆共同事業化契約の雛形と各条項の検討

◆「特許権の共有」：その契約問題

▼申込書

①参加者氏名

②会社（組織）名

③E-Mailアドレス

※ご登録頂いた個人情報は厳重に管理し、本セミナーの参加者リスト
として使用する以外には一切使用致しません。

【お申込方法・お問合せ】①参加者氏名、②会社（組織）名、③E-Mailアドレスを明記のうえ、メールの場合は件名を“「知的財産セミナー＜
実践編①＞」申込み”として、もしくは上記申込書に必要事項を記載のうえＦＡＸにて、下記宛先までお申込み下さい。なお、お問合せはメール
にてお願い致します。

E-Mail: seminar@fbri.org FAX: 078-306-0752          (財)先端医療振興財団 クラスター推進センター

知的財産セミナー事務局 竹内

mailto:seminar@fbri.org

